
自転車損害賠償保険の種類と保険の概要等について 

 

 

 

  

資料 4 

（参考：全国で義務化が進められる背景等） 

・自転車は、手軽な移動手段として幅広い年齢層に多目的な用途で利用されている一方、自転車事故に
よって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる事例が発
生している（ex.賠償額：9,521 万円（神戸地方裁判所、平成 25年 7月 4日判決）等） 
・自転車保険への加入を一層促進し、被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図ることなどを目指
し、自転車保険の加入義務化が全国的に進んでいる 

 


